
第１９回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」 

リハーサル大会 

兼 第４０回関東甲信越身体障害者アーチェリー茨城大会 

実施要領 

 

会 場  茎崎運動公園 多目的広場 （クキザキウンドウコウエン タモクテキヒロバ） 

    つくば市下岩崎 2160-10 

日 程  ２０１９年５月２６日（日）     

    8:30 ～  9:00 受付 

9:00 ～  9:45  用具検査 

9:45 ～ 10:15 開会式 

10:30 ～ 12:00 前半競技 

12:00 ～ 13:00  昼食 

13:00 ～ 14:30 後半競技  

15:30 ～ 16:00 表彰、閉会式 （予定） 

競技種目      

      

       

   

 

競技規則 

２０１９年度に適用の全国障害者スポーツ大会競技規則（公益財団法人日本障がい者スポー

ツ協会制定）によるもののほか，この要領の定めるところによる。 

競技方法 

（１）１標的２名（Ａ・Ｂ）の１立制とし，３射ごとに採点・矢取りを行う。 

（２）行射時間は３射２分とする。 

（３）練習については，競技開始前の自由練習とし，２分矢取りを２回繰り返す。 

（４）競技進行は，音響・視覚による時間管理装置（信号機）により行う。 

（５）得点記録及び矢の回収は，茨城県アーチェリー協会が出場選手から委任を受けて行う。 

的番・立番 

的番及び立番は，主催者が決定する。 

用  具 

競技に必要な用具は出場選手が各自用意し，用具検査を受けたものを使用する。大会期間中

の用具管理は，各自の責任において行う。 

 

服 装 等 

（１）競技時の服装は，競技規則に準じたものとする。 

リカーブ 
50m 30m ラウンド 

30m ラウンド 

コンパウンド 
50m 30m ラウンド 

30m ラウンド 



（２）番号布（ゼッケン）は，主催者が交付したものを審判員が確認できるよう背部又は車

いすの背もたれに付け，表彰式終了時まで着用する。 

用具検査 

用具検査は，２０１９年５月２６日（日）に競技会場で行う。 

用具検査には，弓具以外に服装，番号布，車いす，補助具等を含む。 

参加資格 

 茨城県在住者以外の者は、2019 年度関東甲信越身体障害者アーチェリー協会に登録すること。 

参加費 

 無料 

表 彰  それぞれの大会毎に表彰を行う 

※第１９回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」リハーサル大会 

種別、男女別、障害区分別に１位～3位までを表彰する。 

  ※第４０回関東甲信越身体障害者アーチェリー茨城大会 

種別、男女別に１位～3位までを表彰する。 ※但し、参加人数により変更する場合あり 

開始式・表彰式 

（１）開始式は，競技開始前に競技会場で行う。 

（２）表彰式は，競技終了後に競技会場で行う。 

介 助 者 

（１）障害区分１又は特別な事情のある選手は，介助者を１名つけることができる。選手の

介助を行う者は，あらかじめ主催者の許可を得て「介助許可証（ビブス）」の交付を受け，表

彰式終了時まで着用する。 

（２）介助者は，シューティングライン（ＳＬ）まで，必要があれば入場することができる。 

（３）選手に対する助言は認めない。ただし，用具に重大な異常が生じていることを告げる

場合を除く。 

（４）介助者の違反行為は，すべて選手の違反行為とみなす。 

（５）介助者は，射場内に競技上必要な物以外は持ち込んではならない。 

（６）介助者は，競技役員の指示に従わなければならない。 

申込方法 

今大会は「いきいき茨城ゆめ大会」リハーサル大会と兼ねているので、リハーサル大会の 

申込手順に準じる。 

別紙 『様式3-3 関東甲信越用申込書』に必要事項を記入し、障害者手帳のコピー（コピー

する際は，Ａ４判用紙を使用）を同封の上、平成31年1 月11日（金）必着のこと。 

封筒に「二つ折厳禁・参加申込書在中」と朱書きで明記の上，書留郵便で送付すること。 
なお不明な点は、茨城県 国体・障害者スポーツ大会局 障害者スポーツ大会課 宮川様に 

メールまたは電話でお問合せください。 

 メールアドレス：no.miyakawa@pref.ibaraki.lg.jp 

電話：029-301-5396 

 



申込宛先 

 〒３１０ʷ８５５５ 水戸市笠原町９７８番６ 

いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会実行委員会事務局 

（茨城県 国体・障害者スポーツ大会局 障害者スポーツ大会課） 

ＴＥＬ：０２９ʷ３０１ʷ５３９６ 

 

そ の 他 

（１）競技場内へは，選手，監督，コーチ，大会役員，競技役員，競技補助員，実施本部員,

情報支援ボランティア及びあらかじめ許可された介助者，報道関係者，視察員等関係者以外

は立ち入ることができない。 

（２）荒天時他不測の事態が生じた場合の取り扱いは，主催者において決定する。 


